
 

 

 
愛媛県手数料条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 
新 旧 

愛媛県手数料条例 愛媛県手数料条例 
平成12年３月24日

条例第３号
平成12年３月24日 

条例第３号 
（指定試験機関等への納入） （指定試験機関等への納入） 

第７条 法律の規定に基づき知事が別表１の表20の項、26の項、35 
の項、51の項、52の項若しくは84の項、別表２の表１の項、 104 
の２の項、106の２の項若しくは107の項、別表５の表７の項、48 
の項若しくは64の項又は別表６の表16の項若しくは32の項に掲げ 
る事務を行わせることとした者（以下「指定試験機関等」という。
）が行う当該各項に規定する試験、分析、調査又は情報の公表（ 
以下「試験等」という。）を受けようとする者は、当該各項に定 
める手数料を当該試験等    を行う指定試験機関等に納入しな 
ければならない。この場合において、第３条から前条までの規定 
は適用せず、手数料の納入の方法その他手数料の納入に関し必要 
な事項は、当該指定試験機関等の定めるところによる。 

第７条 法律の規定に基づき知事が別表１の表20の項、26の項、35 
の項、51の項、52の項若しくは84の項             
                  、別表５の表７の項、48 
の項若しくは64の項又は別表６の表16の項若しくは32の項に掲げ 
る事務を行わせることとした者（以下「指定試験機関等」という。 
）が行う当該各項に規定する試験又は分析                   
            を受けようとする者は、当該各項に定 
める手数料を当該試験又は分析を行う指定試験機関等に納入しな 
ければならない。この場合において、前４条      の規定 
は適用せず、手数料の納入の方法その他手数料の納入に関し必要 
な事項は、当該指定試験機関等の定めるところによる。 

２ 省略 ２ 省略 
別表（第２条、第３条、第７条関係） 
１ 消防防災関係事務手数料 

別表（第２条、第３条、第７条関係） 
１ 消防防災関係事務手数料 

 事務 名称 金額   事務 名称 金額  
 １～50 省略       １～50 省略      

 51 高圧ガス保
安法施行令第
18条第２項第
１号の規定に
基づく高圧ガ
ス保安法第31 

製造保
安責任
者試験
手数料 

(１) 乙種化学責任者免状に係る 
製造保安責任者試験 10,000円 
( 行政手続等における情報通信 
の技術の利用に関する法律（平 
成14年法律第151号 ）第３条第 
１項の規定により同項に規定す 

  51 高圧ガス保
安法施行令第
18条第２項第
１号の規定に
基づく高圧ガ
ス保安法第31 

製造保
安責任
者試験
手数料 

(１) 乙種化学責任者免状に係る
製造保安責任者試験 10,000円 

                 
                
                
                

 



 

 

新 旧 
 る電子情報処理組織を使用して

受験願書を提出する場合（以下 
この項、52の項及び84の項にお 
いて「電子情報処理組織により 
受験願書を提出する場合」とい 
う。）にあっては、 9,500円) 

                  
                
                
                
                
                

 

 

 

(２) 丙種化学責任者免状に係る 
製造保安責任者試験  9,400円 
（電子情報処理組織により受験 
願書を提出する場合にあっては、
8,900円） 

  

 

(２) 丙種化学責任者免状に係る
製造保安責任者試験 9,400円 

                
                
       

 

 

条第２項に規
定する製造保
安責任者試験
の実施 

  (３) 乙種機械責任者免状に係る 
製造保安責任者試験 10,000円 
（電子情報処理組織により受験 
願書を提出する場合にあっては 
、9,500円） 

  

条第２項に規
定する製造保
安責任者試験
の実施 

  (３) 乙種機械責任者免状に係る
製造保安責任者試験 10,000円 

                
                
       

 

     (４) 第二種冷凍機械責任者免状 
に係る製造保安責任者試験 10 
,000円（電子情報処理組織によ 
り受験願書を提出する場合にあ
っては、9,500円） 

      (４) 第二種冷凍機械責任者免状
に係る製造保安責任者試験 10 
,000円            
               
         

 

     (５) 第三種冷凍機械責任者免状 
に係る製造保安責任者試験  9 
 ,400円（電子情報処理組織によ 
 り受験願書を提出する場合にあ 
 っては、8,900円） 

      (５) 第三種冷凍機械責任者免状
に係る製造保安責任者試験  9 

  ,400円             
                 
            

 

 52 高圧ガス保
安法第31条第 

販売主
任者試 

(１) 第一種販売主任者免状に係 
る販売主任者試験 8,500円（電 

  52 高圧ガス保
安法第31条第 

販売主
任者試 

(１) 第一種販売主任者免状に係
る販売主任者試験  8,500円  
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 子情報処理組織により受験願書 

  を提出する場合にあっては、 8 
  ,000円） 

                  
                
     

 

 

２項の規定に
基づく販売主
任者試験の実
施 

験手数
料 

(２) 第二種販売主任者免状に係 
る販売主任者試験 6,700円（電 
子情報処理組織により受験願書 

  を提出する場合にあっては、 6 
  ,200円） 

  

２項の規定に
基づく販売主
任者試験の実
施 

験手数
料 

(２) 第二種販売主任者免状に係
る販売主任者試験  6,700円  

                
                
     

 

 53・54 省略     53・54 省略    
 (１) 圧縮天然ガス自動車燃料装

置用容器、圧縮水素自動車燃料 
装置用容器又は圧縮水素運送自
動車用容器に装置される附属品
に係る附属品検査又は附属品再
検査 次に掲げる容器の区分に
応じ、それぞれ次に定める金額 

  (１) 圧縮天然ガス自動車燃料装
置用容器           
               
     に装置される附属品
に係る附属品検査又は附属品再
検査 次に掲げる容器の区分に
応じ、それぞれ次に定める金額 

 

 

附属品
検査又
は附属
品再検
査手数
料 

ア 内容積150リットル以上の容
器 １個につき31円 

  

附属品
検査又
は附属
品再検
査手数
料 

ア 内容積150リットル以上の容
器 １個につき31円 

 

   イ 内容積150リットル未満の容
器 １個につき24円 

    イ 内容積150リットル未満の容
器 １個につき24円 

 

 

55 高圧ガス保
安法施行令第
18条第２項第
６号の規定に
基づく高圧ガ
ス保安法第49
条の２第１項
に規定する附
属品検査又は
同令第18条第
２項第７号の
規定に基づく
同法第49条の
４第１項に規
定する附属品
再検査 

  (２) その他の容器に装置される
附属品に係る附属品検査又は附
属品再検査 次に掲げる容器の
区分に応じ、それぞれ次に定め 
る金額 

  

55 高圧ガス保
安法施行令第
18条第２項第
６号の規定に
基づく高圧ガ
ス保安法第49
条の２第１項
に規定する附
属品検査又は
同令第18条第
２項第７号の
規定に基づく
同法第49条の
４第１項に規
定する附属品
再検査 

  (２) その他の容器に装置される
附属品に係る附属品検査又は附
属品再検査 次に掲げる容器の
区分に応じ、それぞれ次に定め 
る金額 

 

     ア 内容積1,000リットル以上の
容器 １個につき1,100円 

      ア 内容積1,000リットル以上の
容器 １個につき1,100円 

 

     イ 内容積500リットル以上 1, 
000リットル未満の容器 １個
につき540円 

      イ 内容積500リットル以上 1, 
000リットル未満の容器 １個
につき540円 
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     ウ 内容積500リットル未満の容

器 １個につき21円 
      ウ 内容積500リットル未満の容

器 １個につき21円 
 

 56～83 省略     56～83 省略    
 84 液化石油ガ

スの保安の確
保及び取引の
適正化に関す
る法律第38条
の５第２項の
規定に基づく
液化石油ガス
設備士試験の
実施 

液化石
油ガス
設備士
試験手
数料 

23,000円（電子情報処理組織によ 
り受験願書を提出する場合にあっ 
ては、22,500円） 

  84 液化石油ガ
スの保安の確
保及び取引の
適正化に関す
る法律第38条
の５第２項の
規定に基づく
液化石油ガス
設備士試験の
実施 

液化石
油ガス
設備士
試験手
数料 

23,000円            
                
        

 

 85～90 省略     85～90 省略    
 備考 省略     備考 省略    
２ 保健福祉関係事務手数料 ２ 保健福祉関係事務手数料 
 事務 名称 金額   事務 名称 金額  
 １～63 省略     １～63 省略    

 64 臨床検査技
師等に関する
法律     

    （昭和
33年法律第76
号）第20条の 
３第１項の規
定に基づく衛
生検査所の登
録の申請に対
する審査 

衛生検
査所登
録申請
手数料 

80,000円   64 臨床検査技
師、衛生検査 
技師等に関す
る法律（昭和 
33年法律第76
号）第20条の 
３第１項の規
定に基づく衛
生検査所の登
録の申請に対
する審査 

衛生検
査所登
録申請
手数料 

80,000円  

 65 臨床検査技 衛生検 8,200円   65 臨床検査技 衛生検 8,200円  



 

 

新 旧 
師等に関する
法律     
   第20条
の３第１項の
規定に基づく
衛生検査所の
登録に関する
証明書の書換
え交付 

査所登
録証明
書書換
え交付
手数料 

師、衛生検査 
技師等に関す
る法律第20条
の３第１項の
規定に基づく
衛生検査所の
登録に関する
証明書の書換
え交付 

査所登
録証明
書書換
え交付
手数料 

 66 臨床検査技
師等に関する
法律     
   第20条
の３第１項の
規定に基づく
衛生検査所の
登録に関する
証明書の再交
付 

衛生検
査所登
録証明
書再交
付手数
料 

8,200円   66 臨床検査技
師、衛生検査 
技師等に関す
る法律第20条
の３第１項の
規定に基づく
衛生検査所の
登録に関する
証明書の再交
付 

衛生検
査所登
録証明
書再交
付手数
料 

8,200円  

 67 臨床検査技
師等に関する
法律     
   第20条
の４第１項の
規定に基づく
衛生検査所の
登録の変更の
申請に対する
審査 

衛生検
査所登
録変更
申請手
数料 

61,000円   67 臨床検査技
師、衛生検査 
技師等に関す
る法律第20条
の４第１項の
規定に基づく
衛生検査所の
登録の変更の
申請に対する
審査 

衛生検
査所登
録変更
申請手
数料 

61,000円  

 68～73の７ 省     68～73の７ 省    



 

 

新 旧 
略 略 

 次に掲げる調査の区分に応じ、そ 
れぞれ次に定める金額 

  次に掲げる調査の区分に応じ、そ 
れぞれ次に定める金額 

 

 (１) 製造販売の承認又は一部変
更承認を受けようとするときに
受ける調査（（２）に掲げる調 
査を除く。） 次に掲げる区分 
に応じ、それぞれ次に定める金 
額 

  (１) 製造販売の承認又は一部変
更承認を受けようとするときに 
受ける調査          
       次に掲げる区分 
に応じ、それぞれ次に定める金 
額 

 

 ア 医薬品（無菌） 48,400円   ア 医薬品（無菌） 48,400円  
 

73の８ 薬事法
第14条第６項
（同条第９項
において準用
する場合を含
む。）の規定 
に基づく医薬
品、医薬部外 
品又は医療機
器の製造管理
又は品質管理
の方法の基準
への適合性調
査の申請に対
する審査 

医薬品、
医薬部
外品又
は医療
機器の
製造管
理及び
品質管
理の基
準適合
性調査
申請手
数料 

イ 医薬品（一般） 28,800円 
ウ 医薬品（包装等） 14,500 
円 

エ 体外診断用医薬品（一般） 
28,800円 

オ 体外診断用医薬品（包装等）
14,500円 

カ 医薬部外品（無菌） 48,40 
0円 

  

73の８ 薬事法
第14条第６項
（同条第９項
において準用
する場合を含
む。）の規定 
に基づく医薬
品、医薬部外 
品又は医療機
器の製造管理
又は品質管理
の方法の基準
への適合性調
査の申請に対
する審査 

医薬品、
医薬部
外品又
は医療
機器の
製造管
理及び
品質管
理の基
準適合
性調査
申請手
数料 

イ 医薬品（一般） 28,800円 
  ウ 医薬品（包装等） 14,500 

円 
エ 体外診断用医薬品（一般） 
28,800円 

オ 体外診断用医薬品（包装等） 
14,500円 

カ 医薬部外品（無菌） 48,40 
0円 

 

     キ 医薬部外品（一般） 28,80 
0円 

      キ 医薬部外品（一般） 28,80 
0円 

 

     ク 医薬部外品（包装等）  14 
,500円 

      ク 医薬部外品（包装等）  14 
,500円 

 

     ケ 医療機器（滅菌）  48,400 
円 

      ケ 医療機器（滅菌）  48,400 
円 

 

     コ 医療機器（一般）  28,800 
円 

      コ 医療機器（一般）  28,800 
円 

 

     サ 医療機器（包装等）  14,5 
00円 

      サ 医療機器（包装等）  14,5 
00円 

 

     (２) 医薬品、医薬部外品若しく         
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は医療機器の試験検査又は医療
機器の設計及び開発を製造所以
外の施設において行った場合（ 
他に委託して行った場合を含む 
。）における製造販売の承認又 
は一部変更承認を受けようとす
るときに受ける調査 14,500円 

(３) 薬事法施行令第21条で定め
る期間を経過するごとに受ける 
調査（（４）に掲げる調査を除 
く。） 次に掲げる区分に応じ 
、それぞれ次に定める金額 

 
 
 
 
 
 
 
(２) 薬事法施行令第21条で定め 
 る期間     ごとに受ける 
 調査             
     次に掲げる区分に応じ 
 、それぞれ次に定める金額 

     ア 医薬品（無菌） 104,000円
に１品目につき2,100円を加算
した額 

      ア 医薬品（無菌） 104,000円 
に１品目につき2,100円を加算
した額 

 

     イ 医薬品（一般） 73，200円
に１品目につき1,000円を加算
した額 

      イ 医薬品（一般） 73，200円
に１品目につき1,000円を加算
した額 

 

     ウ 医薬品（包装等） 38,600円
に１品目につき500円を加算し
た額 

      ウ 医薬品（包装等） 38,600円
に１品目につき500円を加算し
た額 

 

     エ 体外診断用医薬品（一般） 
73，200円に１品目につき 1,0 
00円を加算した額 

      エ 体外診断用医薬品（一般） 
73，200円に１品目につき 1,0 
00円を加算した額 

 

     オ 体外診断用医薬品（包装等）
38，600円に１品目につき 500 
円を加算した額 

      オ 体外診断用医薬品（包装等）
38，600円に１品目につき 500 
円を加算した額 

 

     カ 医薬部外品（無菌） 104，
000円に１品目につき 2,100円
を加算した額 

      カ 医薬部外品（無菌） 104，
000円に１品目につき 2,100円
を加算した額 
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     キ 医薬部外品（一般） 73，2 

00円に１品目につき1,000円を
加算した額 

      キ 医薬部外品（一般） 73，2 
00円に１品目につき1,000円を
加算した額 

 

     ク 医薬部外品（包装等） 38，
600円に１品目につき500円を
加算した額 

      ク 医薬部外品（包装等） 38，
600円に１品目につき500円を
加算した額 

 

     ケ 医療機器（滅菌） 104，0 
00円に１品目につき2,100円を
加算した額 

      ケ 医療機器（滅菌） 104，0 
00円に１品目につき2,100円を
加算した額 

 

     コ 医療機器（一般）  73，2 
00円に１品目につき1,000円を
加算した額 

      コ 医療機器（一般）  73，2 
00円に１品目につき1,000円を
加算した額 

 

     サ 医療機器（包装等） 38，6 
00円に１品目につき500円を加
算した額 

(４) 医薬品、医薬部外品若しく 
は医療機器の試験検査又は医療
機器の設計及び開発を製造所以
外の施設において行った場合（ 
他に委託して行った場合を含む 
。）における薬事法施行令第21 
条で定める期間を経過するごと 
に受ける調査 38,600円に１品 
目につき 500円を加算した額 

 

      サ 医療機器（包装等） 38，6 
00円に１品目につき500円を加
算した額 

 

 73の９～82 省
略 

    73の９～82 省
略 

   

 83 薬事法第80
条第１項の規

輸出用
医薬品、

次に掲げる調査の区分に応じ、そ 
れぞれ次に定める金額 

  83 薬事法第80
条第１項の規

輸出用
医薬品、

次に掲げる調査の区分に応じ、そ 
れぞれ次に定める金額 

 



 

 

新 旧 
 (１) 製造をしようとするときに

受ける調査（（２）に掲げる調 
査を除く。） 次に掲げる区分 
に応じ、それぞれ次に定める金 
額 

  (１) 製造をしようとするときに
受ける調査          
       次に掲げる区分
に応じ、それぞれ次に定める金 
額 

 

 

定に基づく輸
出用の医薬品、
医薬部外品又
は医療機器の
製造管理又は
品質管理の方
法の基準への
適合性調査の
申請に対する
審査 

医薬部
外品又
は医療
機器の
製造管
理及び
品質管
理の基
準適合
性調査
申請手
数料 

ア 医薬品（無菌） 48,400円 
イ 医薬品（一般） 28,800円 
ウ 医薬品（包装等） 14,500 
円 

エ 体外診断用医薬品（一般） 
28,800円 

オ 体外診断用医薬品（包装等）
14,500円 

カ 医薬部外品（無菌） 48,4 
00円 

  

定に基づく輸
出用の医薬品、
医薬部外品又
は医療機器の
製造管理又は
品質管理の方
法の基準への
適合性調査の
申請に対する
審査 

医薬部
外品又
は医療
機器の
製造管
理及び
品質管
理の基
準適合
性調査
申請手
数料 

ア 医薬品（無菌） 48,400円 
イ 医薬品（一般） 28,800円 
ウ 医薬品（包装等） 14,500 
円 

エ 体外診断用医薬品（一般） 
28,800円 

オ 体外診断用医薬品（包装等）
14,500円 

カ 医薬部外品（無菌） 48,4 
00円 

 

     キ 医薬部外品（一般） 28,8 
00円 

      キ 医薬部外品（一般） 28,8 
00円 

 

     ク 医薬部外品（包装等） 14 
,500円 

      ク 医薬部外品（包装等） 14 
,500円 

 

     ケ 医療機器（滅菌） 48,400 
円 

      ケ 医療機器（滅菌） 48,400 
円 

 

     コ 医療機器（一般） 28,800 
円 

      コ 医療機器（一般） 28,800 
円 

 

     サ 医療機器（包装等） 14,5 
00円 

      サ 医療機器（包装等） 14,5 
00円 

 

     (２) 医薬品、医薬部外品若しく 
は医療機器の試験検査又は医療
機器の設計及び開発を製造所以
外の施設において行った場合（ 
他に委託して行った場合を含む 
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。）における製造をしようとす 
るときに受ける調査 14,500円 

(３) 薬事法施行令第71条で定め
る期間を経過するごとに受ける
調査（（４）に掲げる調査を除 
く。） 次に掲げる区分に応じ 
、それぞれ次に定める金額 

 
 
 
(２) 薬事法施行令第71条で定め
る期間を経過するごとに受ける
調査             
    次に掲げる区分に応じ 
、それぞれ次に定める金額 

     ア 医薬品（無菌） 104,000円
に１品目につき2,100円を加算
した額 

      ア 医薬品（無菌） 104,000円
に１品目につき2,100円を加算
した額 

 

     イ 医薬品（一般）  73,200円 
に１品目につき1,000円を加算
した額 

      イ 医薬品（一般）  73,200円 
に１品目につき1,000円を加算
した額 

 

     ウ 医薬品（包装等） 38,600 
円に１品目につき500円を加算
した額 

      ウ 医薬品（包装等） 38,600 
円に１品目につき500円を加算 
した額 

 

     エ 体外診断用医薬品（一般） 
73,200円に１品目につき 1,0 
00円を加算した額 

      エ 体外診断用医薬品（一般） 
73,200円に１品目につき 1,0 
00円を加算した額 

 

     オ 体外診断用医薬品（包装等）
38,600円に１品目につき500円
を加算した額 

      オ 体外診断用医薬品（包装等）
38,600円に１品目につき500円
を加算した額 

 

     カ 医薬部外品（無菌） 104,0 
00円に１品目につき2,100円を
加算した額 

      カ 医薬部外品（無菌） 104,0 
00円に１品目につき2,100円を
加算した額 

 

     キ 医薬部外品（一般）  73,2 
00円に１品目につき1,000円を
加算した額 

      キ 医薬部外品（一般）  73,2 
00円に１品目につき1,000円を
加算した額 

 

     ク 医薬部外品（包装等） 38       ク 医薬部外品（包装等） 38  
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,600円に１品目につき500円を
加算した額 

,600円に１品目につき500円を
加算した額 

     ケ 医療機器（滅菌） 104,000
円に１品目につき2,100円を加
算した額 

      ケ 医療機器（滅菌） 104,000
円に１品目につき2,100円を加
算した額 

 

     コ 医療機器（一般）  73,200 
円に１品目につき1,000円を加
算した額 

      コ 医療機器（一般）  73,200 
円に１品目につき1,000円を加
算した額 

 

     サ 医療機器（包装等）  38,6 
00円に１品目につき500円を加
算した額 

(４) 医薬品、医薬部外品若しく 
は医療機器の試験検査又は医療
機器の設計及び開発を製造所以
外の施設において行った場合（ 
他に委託して行った場合を含む 
。）における薬事法施行令第71 
条で定める期間を経過するごと
に受ける調査 38,600円に１品
目につき500円を加算した額 

      サ 医療機器（包装等）  38,6 
00円に１品目につき500円を加
算した額 

 

 84～104 省略     84～104 省略    
 104の２ 介護 

保険法（平成 
９年法律第 1 
23号）第69条 
の２第１項の
規定に基づく
介護支援専門
員実務研修受
講試験の実施 

介護支
援専門
員実務
研修受
講試験
実施事
務手数
料 

 8,000円       
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 104の３ 介護

保険法第69条 
の７第１項の
規定に基づく
介護支援専門
員証の交付 

介護支
援専門
員証交
付手数
料 

次に掲げる場合の区分に応じ、それ
ぞれ次に定める金額 
（１） 介護保険法第69条の７第５ 

項の規定に基づいて登録の移転
の申請とともに交付の申請を行
う場合 3,800円 

（２） その他の場合 4,200円 
 
 

      

 104の４ 介護
保険法第69条
の７第１項の
規定に基づく
介護支援専門
員証の書換え
交付 

介護支
援専門
員証書
換え交
付手数
料 

 1,600円       

 104の５ 介護
保険法第69条
の７第１項の
規定に基づく
介護支援専門
員証の再交付 

介護支
援専門
員証再
交付手
数料 

 1,100円       

 104の６ 介護
保険法第69条
の８第１項の
規定に基づく
介護支援専門
員証の有効期
間の更新の申
請に対する審

介護支
援専門
員証の
有効期
間の更
新申請
手数料 

 2,700円       



 

 

新 旧 
査 

 105 介護保険
法      
      
第94条第１項
の規定に基づ
く介護老人保
健施設の開設
の許可 

介護老
人保健
施設開
設許可
手数料 

63,000円   105 介護保険
法（平成９年 
法律第123号）
第94条第１項
の規定に基づ
く介護老人保
健施設の開設
の許可 

介護老
人保健
施設開
設許可
手数料 

63,000円  

 106 省略     106 省略    
 106の２ 介護

保険法第 115 
条の29第２項
の規定に基づ
く介護サービ
ス情報の調査 

介護サ
ービス
情報の
調査手
数料 

 46,000円       

 107 介護保険
法第 115条の
29第３項の規
定に基づく介
護サービス情
報の公表 

介護サ
ービス
情報の
公表手
数料 

15,800円   107 介護保険
法施行令（平 
成10年政令第
412号）第 35 
条の２第１項
に規定する介
護支援専門員
実務研修受講
試験の実施 

介護支
援専門
員実務
研修受
講試験
手数料 

7,000円  

 108～113 省略     108～113 省略    
 備考 省略     備考 省略     
６ その他の手数料 ６ その他の手数料 
 事務 名称 金額   事務 名称 金額  
 １～12 省略       １～12 省略      
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 13 通訳案内士

法（昭和24年 
法律第210号）
第18条の規定
に基づく通訳
案内士の登録
の申請に対す
る審査 

通訳案
内士登
録申請
手数料 

5,100円   13 通訳案内業
法（昭和24年 
法律第210号）
第３条の規定
に基づく通訳
案内業の免許
の申請に対す
る審査 

通訳案
内業免
許申請
手数料 

5,100円  

 14 通訳案内士
法第23条第２
項の規定に基
づく通訳案内
士登録証の訂
正 

通訳案
内士登
録証訂
正手数
料 

4,000円   14 通訳案内業
法第９条の規
定に基づく通
訳案内業の免
許証の再交付 

通訳案
内業免
許証再
交付手
数料 

4,000円  

 15 通訳案内士
法第24条の規
定に基づく通
訳案内士登録
証の再交付 

通訳案
内士登
録証再
交付手
数料 

4,000円   15 通訳案内業
法第９条の規
定に基づく通
訳案内業の免
許証の書換え 

通訳案
内業免
許証書
換え手
数料 

4,000円  

 16・17 省略     16・17 省略    
 18 旅券法第９ 

条第１項の規
定に基づく一
般旅券の渡航
先の追加 

一般旅
券渡航
先追加
手数料 

 300円   18 旅券法第８ 
条第１項の規
定に基づく一
般旅券の渡航
先の追加 

一般旅
券渡航
先追加
手数料 

 300円  

 19 旅券法第10 
条第１項ただ
し書の規定に
基づく一般旅
券の記載事項

一般旅
券記載
事項訂
正手数
料 

 200円   19 旅券法第９ 
条第１項   
  の規定に
基づく一般旅
券の記載事項

一般旅
券記載
事項訂
正手数
料 

 200円  



 

 

新 旧 
の訂正 の訂正 

 20 削除     20 旅券法第10
条第１項の規
定に基づく一
般旅券の再発
給 

一般旅
券再発
給手数
料 

1,600円  

 21～37 省略     21～37 省略    
 38 廃棄物の処

理及び清掃に
関する法律第
14条第６項の
規定に基づく
産業廃棄物処
分業の許可の
申請に対する
審査 

産業廃
棄物処
分業許
可申請
手数料 

100,000円   38 廃棄物の処
理及び清掃に
関する法律第
14条第４項の
規定に基づく
産業廃棄物処
分業の許可の
申請に対する
審査 

産業廃
棄物処
分業許
可申請
手数料 

100,000円  

 39 廃棄物の処
理及び清掃に
関する法律第
14条第７項の
規定に基づく
産業廃棄物処
分業の許可の
更新の申請に
対する審査 

産業廃
棄物処
分業許
可更新
申請手
数料 

94,000円   39 廃棄物の処
理及び清掃に
関する法律第
14条第５項の
規定に基づく
産業廃棄物処
分業の許可の
更新の申請に
対する審査 

産業廃
棄物処
分業許
可更新
申請手
数料 

94,000円  

 40～43 省略     40～43 省略    
 44 廃棄物の処

理及び清掃に
関する法律第
14条の４第６

特別管
理産業
廃棄物
処分業

100,000円   44 廃棄物の処
理及び清掃に
関する法律第
14条の４第４

特別管
理産業
廃棄物
処分業

100,000円  
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項の規定に基
づく特別管理
産業廃棄物処
分業の許可の
申請に対する
審査 

許可申
請手数
料 

項の規定に基
づく特別管理
産業廃棄物処
分業の許可の
申請に対する
審査 

許可申
請手数
料 

 45 廃棄物の処
理及び清掃に
関する法律第
14条の４第７
項の規定に基
づく特別管理
産業廃棄物処
分業の許可の
更新の申請に
対する審査 

特別管
理産業
廃棄物
処分業
許可更
新申請
手数料 

95,000円   45 廃棄物の処
理及び清掃に
関する法律第
14条の４第５
項の規定に基
づく特別管理
産業廃棄物処
分業の許可の
更新の申請に
対する審査 

特別管
理産業
廃棄物
処分業
許可更
新申請
手数料 

95,000円  

 46～48 省略     46～48 省略    
 (１) 廃棄物の処理及び清掃に関

する法律第15条第４項に規定す
る産業廃棄物処理施設の設置の
許可に係る事項の変更の許可の
申請に係る審査 130,000円 

  (１) 廃棄物の処理及び清掃に関
する法律第15条第４項に規定す
る産業廃棄物処理施設の設置の
許可に係る事項の変更の許可の
申請に係る審査 130,000円 

 

 

49 廃棄物の処
理及び清掃に
関する法律第
15条の２の５
第１項の規定
に基づく産業
廃棄物処理施
設の設置の許
可に係る事項
の変更の許可
の申請に対す
る審査 

産業廃
棄物処
理施設
の変更
許可申
請手数
料 

(２) その他の産業廃棄物処理施
設の設置の許可に係る事項の変
更の許可の申請に係る審査 11 
0,000円 

  

49 廃棄物の処
理及び清掃に
関する法律第
15条の２の４
第１項の規定
に基づく産業
廃棄物処理施
設の設置の許
可に係る事項
の変更の許可
の申請に対す
る審査 

産業廃
棄物処
理施設
の変更
許可申
請手数
料 

(２) その他の産業廃棄物処理施
設の設置の許可に係る事項の変
更の許可の申請に係る審査 11 
0,000円 

 

 49の２～64 省     49の２～64 省    
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略 略 

 備考 省略     備考 省略    
  

 


